
主催：稲敷市　地域振興部　産業振興課（Tel：029-892-2000［代表］）

運営：株式会社ミカミ（Tel：029-253-9015　Mail：inashiki-mp@mikami-web.co.jp）

都市計画法に定められた「市町村の都市計画
に関する基本的な方針」のことで、市町村が創
意工夫のもとに市民の意見を反映して、都市計
画の総合的・長期的な将来像を明らかにすると
ともに、その実現に向けた基本方針を定めるも
のです。
　今回のワークショップの内容は、現在改定中
の都市計画マスタープランに反映することを予
定しています。
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これからの暮らしを考える

市民ワークショップ

申し込み方法申し込み方法

▼紙でのお申し込みは以下の窓口から▼

https://forms.gle/d4x7hJ1RcwzUA89UA

※応募多数の場合、抽選となる場合がございます
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※休憩時間を含みます
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